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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】精密研削プロセス又は研磨研削プロセスの間の
補正における欠点を回避し、歯部及び歯車状輪郭の表面
品質の改善を得ることができる加工方法を提供する。
【解決手段】ａ）少なくとも２つの軸方向に隣接する機
械加工ゾーン４，５を備える硬質精密機械加工工具３を
提供するステップであって、第１機械加工ゾーン４は、
歯車２の歯部１の研削のために設計され、且つ第２機械
加工ゾーン５は、歯部の精密研削及び／又は研磨のため
に設計される、ステップと、ｂ）歯車の歯部を、第１機
械加工ゾーンによって研削するステップであって、歯車
の回転軸ａと、硬質精密機械加工工具の回転軸ｂとの間
に、第１旋回角β１が存在する、ステップと、ｃ）歯車
の歯部を、第２機械加工ゾーンによって精密研削する及
び／又は研磨するステップあって、歯車の回転軸と、硬
質精密機械加工工具の回転軸との間に、第１旋回角とは
異なる第２旋回角が存在する、ステップと、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯車（２）の歯部（１）又は歯車状輪郭の工作物の歯部（１）を硬質精密機械加工する
ための方法であって、前記歯車（２）又は前記工作物は回転軸（ａ）を有し、前記方法に
おいて、前記歯車（２）の前記歯部（１）又は前記歯車状輪郭の前記工作物の前記歯部（
１）は、硬質精密機械加工工具（３）によって機械加工され、前記硬質精密機械加工工具
（３）は、回転軸（ｂ）を有し、且つ硬質精密機械加工の間、前記回転軸（ｂ）の周りを
回転する、方法において、
　前記方法は、
　ａ）少なくとも２つの軸方向に隣接する機械加工ゾーン（４，５）を備える硬質精密機
械加工工具（３）を提供するステップであって、第１機械加工ゾーン（４）は、前記歯車
（２）の前記歯部（１）又は前記歯車状輪郭の前記工作物の前記歯部（１）の研削のため
に設計され、且つ第２機械加工ゾーン（５）は、前記歯部（１）又は前記歯車状輪郭の精
密研削及び／又は研磨のために設計される、ステップと、
　ｂ）前記歯車（２）の前記歯部（１）又は前記歯車状輪郭の前記工作物の前記歯部（１
）を、前記硬質精密機械加工工具（３）の前記第１機械加工ゾーン（４）によって研削す
るステップであって、前記歯車（２）又は前記工作物の前記回転軸（ａ）と、前記硬質精
密機械加工工具（３）の前記回転軸（ｂ）との間に、第１旋回角（β１）が存在する、ス
テップと、
　ｃ）前記歯車（２）の前記歯部（１）又は前記歯車状輪郭の前記工作物の前記歯部（１
）を、前記硬質精密機械加工工具（３）の前記第２機械加工ゾーン（５）によって精密研
削する及び／又は研磨するステップであって、前記歯車（２）又は前記工作物の前記回転
軸（ａ）と、前記硬質精密機械加工工具（３）の前記回転軸（ｂ）との間に、前記第１旋
回角（β１）と異なる第２旋回角（β２）が存在する、ステップと、
　を備えることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記硬質精密機械加工工具（３）として、ウォーム状工具が使用されることを特徴とす
る、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記硬質精密機械加工工具（３）として、円盤形状の工具が使用されることを特徴とす
る、方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記硬質精密機械加工工具（３）として、仕上げ可能な工具が使用されることを特徴と
する、方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記硬質精密機械加工工具（３）の輪郭（６）は、前記第１機械加工ゾーン（４）及び
第２機械加工ゾーン（５）において同一であることを特徴とする、方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の方法であって、
　前記硬質精密機械加工工具（３）として、基体の中に研磨材を含む工具が使用され、前
記第１機械加工ゾーン（４）における、及び前記第２機械加工ゾーン（５）における前記
基体の材料の弾性係数は、異なることを特徴とする、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記第１機械加工ゾーン（４）における前記基体の材料の前記弾性係数は、前記第２機
械加工ゾーン（５）におけるものよりも高いことを特徴とする、方法。
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【請求項８】
　請求項７に記載の方法であって、
　硬質精密機械加工ツール（３）として、前記第１機械加工ゾーン（４）においてセラミ
ック材料から成る基体を有し、且つ前記第２機械加工ゾーン（５）においてプラスチック
材料、特にポリウレタンを備える基体を有する工具が使用されることを特徴とする、方法
。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の方法であって、
　特性図又は公式関係が機械制御装置に格納され、該機械制御装置は、前記硬質精密機械
加工工具（３）の所与の直径（Ｄ）に対する前記第１旋回角（β１）と前記第２旋回角（
β２）との間の角度差（Δβ）の計算又はシミュレーション、及び請求項１に記載のステ
ップｃ）の間の、前記歯部（１）又は前記歯車状輪郭の側面における望ましい除去量（Δ
ｓ）の計算又はシミュレーションを、提供し、又は可能にすることを特徴とする、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、
　請求項１に記載のステップｃ）を実行することにおいて、前記特性図又は前記公式関係
から、前記第１旋回角（β１）と前記第２旋回角（β２）との間で要求される角度差（Δ
β）が、想起され、計算され、又はシミュレーションされ、且つ前記歯部（１）又は前記
歯車状輪郭の側面における望ましい除去量（Δｓ）の仕様に従って、実現されることを特
徴とする、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯車の歯部又は歯車状輪郭の工作物の歯部を硬質精密機械加工するための方
法に関し、歯車又は工作物は回転軸を有し、本方法においては、歯車の歯部又は歯車状輪
郭の工作物の歯部は、硬質精密機械加工工具によって機械加工され、該硬質精密機械加工
工具は、回転軸を有し、且つ硬質精密機械加工の間、該回転軸の周りを回転する。
【背景技術】
【０００２】
　最終的な研削プロセスは、特に歯車の生産において、高い重要性を有する。このプロセ
スでは、歯の側面は、該側面が正確な形状となるような研削動作を受ける。歯部の生産に
おける効率的なプロセスは、研削ウォームを用いた生成的研削、又は輪郭研削ホイールに
よる輪郭研削である。
【０００３】
　上述の種類の方法は、独国特許出願第１０２０１０００５４３５Ａ１号（特許文献１）
から既知である。特許文献１では、工作物の面領域に配置される歯部を機械加工するため
に、最初に粗い機械加工が、次に仕上げ機械加工が工作物に実行されるが、工具スピンド
ルは、衝突を回避するために、２つのプロセスステップ間で旋回される。更に、事前に知
られる解決策として、国際公開第９４／１９１３５Ａ１号パンフレット（特許文献２）、
米国特許第６４０２６０７Ｂ２号（特許文献３）、及び米国特許第３７０８９２５号（特
許文献４）に示されるものがある。
【０００４】
　歯部の側面の表面を最適化するために、研削プロセスそれ自体の他に、後で精密研削プ
ロセス又は研磨プロセスを実行することが知られている。そのような精密研削プロセス又
は研磨プロセスは、研磨研削プロセスとも呼ばれ、そしてそれは、続いて起こる機械加工
仕上げプロセスであるが、このプロセスによって、歯部の表面の品質を向上させることが
可能である。ごくわずかな除去量によって、歯側面の表面品質及び接触割合を向上させる
ことが、上記精密研削プロセス又は研磨プロセスにおける機械加工の狙いである。
【０００５】
　それによって、多ステッププロセスが採用されるが、該多ステッププロセスでは、最初
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に従来の生成的研削又は輪郭研削プロセスが実行され、そしてその後、前述の精密研削又
は研磨研削が続く。それによって、２つの異なる工具仕様が使用されるが、該工具仕様は
、それらの工具の形状又は輪郭に関して、互いに、わずかに又は少しだけ異なる。しばし
ば、一方では生成的研削又は輪郭研削のための領域、及び他方では精密研削又は研磨研削
のための領域の両方が、１つのもので、しかも同じ工具担体に配置され、且つ互いにしっ
かりと接続される（例えば、接着される、又はねじで留められる）。好ましくは、両方の
機械加工ゾーンは、その後、（仕上げ可能な工具の場合には）最初は集合的に仕上げられ
る。続いて、精密研削工具及び研磨工具はまた、それぞれ、更なる倣削りによって、わず
かに変更することが可能である。それによって、例えば、外側直径の減少が起こり得る。
続く機械加工では、前述の２つのゾーンは、その後、連続的に使用されるが、原則的に同
じ工具設定及び、特に工具の同じ旋回角が使用される。
【０００６】
　それによって、精密研削及び研磨研削において、それぞれ補正を実現することが可能で
ある。補正に関して既知である可能なことは、工作物の軸を旋回させて、歯側面の１つに
おいて送込み速度及び研磨圧力をそれぞれ減少させること、及び、他の側面において送込
み速度及び研磨圧力を増加させることであり同時に軸の距離を変化させるが、該軸は、そ
の後、対称的な輪郭において、両方の歯側面に均等に作用する。
【０００７】
　しかしながら、しばしば不利な方法で、歯部の先端及び基部における粗さは、望ましく
ないものとは異なる。補正のための、前述の事前に知られた可能なことによって、限定的
にのみ、この問題を解決することが可能である。それゆえ、例えば、軸の距離を減少させ
ることは、機械加工の力を増加させ、且つ形状における望ましくない不一致を、引き起こ
す可能性もある。
【０００８】
　更に、不利なことであるが、既知の解決法は、設定のための様々な作業ステップが必要
なために非常に時間がかかり、望ましい結果には、しばしば到達しない。
【０００９】
　更に、不利なことであるが、得られる結果は、創り出された歯側面の幾何形状に関して
、しばしば妥協的なものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】独国特許出願第１０２０１０００５４３５Ａ１号
【特許文献２】国際公開第９４／１９１３５Ａ１号パンフレット
【特許文献３】米国特許第６４０２６０７Ｂ２号
【特許文献４】米国特許第３７０８９２５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、本発明の目的は、上述の種類の方法を提供することであり、該方法によって、
歯部及び歯車状輪郭の表面品質の改善をそれぞれ得ることが可能である。それによって、
精密研削プロセス又は研磨研削プロセスの間の補正における上述の欠点が回避されるはず
であり、その結果として、歯側面の望ましい幾何形状が正確に得られる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によるこの目的の解決法は、次に示す方法によって特徴付けられ、該方法は、
　ａ）少なくとも２つの軸方向に隣接する機械加工ゾーンを備える硬質精密機械加工工具
を提供するステップであって、第１機械加工ゾーンは、歯車の歯部又は歯車状輪郭の工作
物の歯部の研削のために設計され、且つ第２機械加工ゾーンは、歯部又は歯車状輪郭の精
密研削及び／又は研磨のために設計される、ステップと、



(5) JP 2017-200721 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

　ｂ）歯車の歯部又は歯車状輪郭の工作物の歯部を、硬質精密機械加工工具の第１機械加
工ゾーンによって研削するステップであって、歯車又は工作物の回転軸と、硬質精密機械
加工工具の回転軸との間に、第１旋回角が存在する、ステップと、
　ｃ）歯車の歯部又は歯車状輪郭の工作物の歯部を、硬質精密機械加工工具の第２機械加
工ゾーンによって、続けて精密研削及び／又は研磨するステップであって、歯車又は工作
物の回転軸と、硬質精密機械加工工具の回転軸との間に、第１旋回角とは異なる第２旋回
角が存在する、ステップと、
　を備える。
【００１３】
　好ましくは、硬質精密機械加工工具として、ウォーム状工具が使用される。代わりに、
硬質精密機械加工工具として、円盤形状の工具が使用され得る。
【００１４】
　好ましくは、硬質精密機械加工工具として、更に仕上げ可能な工具が使用される。
【００１５】
　好ましくは、硬質精密機械加工工具の輪郭は、第１機械加工ゾーン及び第２機械加工ゾ
ーンにおいて同一である。
【００１６】
　硬質精密機械加工工具として、基体の中に研磨材を含む工具が使用され得るが、第１機
械加工ゾーン及び第２機械加工ゾーンにおける基体材料の弾性係数が異なる。好ましくは
、第１機械加工ゾーンにおける基体材料の弾性係数は、第２機械加工ゾーンにおけるもの
よりも高い。具体的には、本発明の一実施形態によれば、硬質精密機械加工工具として、
ある工具が使用されることが提供され、該工具は、第１機械加工ゾーンにおいてセラミッ
ク材料から成る基体を有し、且つ第２機械加工ゾーンにおいてプラスチック材料、特にポ
リウレタンを備える基体を有する。そのうえ、該工具は、第２ゾーンにおいてより弾性的
であり、このことは、研磨研削に有利であり得る。
【００１７】
　特性図又は公式関係は、機械制御装置に格納することが可能であり、該機械制御装置は
、次の計算又はシミュレーションを、提供し、又は可能にする。該計算又はシミュレーシ
ョンとは、硬質精密機械加工工具の所与の直径に対して、及び、上述のステップｃ）の間
の、歯部又は歯車状輪郭の側面での望ましい除去量に対して、第１旋回角と第２旋回角と
の間の角度差を、計算する又はシミュレーションすることである。それによって、具体的
には、次のことを提供することが可能である。即ち、上記のステップｃ）の実行において
、第１旋回角と第２旋回角との間で要求される角度差が、特性図又は公式関係から想起さ
れ、計算され、又はシミュレーションされ、且つ、歯部又は歯車状輪郭の側面での望まし
い除去量に関する仕様に従って、実現される。
【００１８】
　これまでの範囲では、本発明は、上述の意味における補正の可能性として、工具旋回角
が使用される。理論的に計算された旋回角（該旋回角は、事前的な機械加工（従って、生
成的研削又は輪郭研削）のために使用される）から外れると、今度は旋回角の補正が、精
密研削及び研磨研削のために、それぞれ使用される（従って、研磨研削において）。
【００１９】
　それによって、工具の直径に依存して、望ましい仕様（即ち、マイクロメータで与えら
れる、それぞれ歯部の側面からの、及び輪郭からの除去量）を、（度における）旋回角の
補正の中で変換し、且つ、その後、理論的な旋回角を用いて計算することが可能である。
【００２０】
　工具の旋回角をそのように補正することによって、精密研削又は研磨研削の間、研磨圧
力を増加させることがより容易となり、しかもその状況で、歯の先端及び基部における形
状又は、更には異なる値の粗さについて不利な偏差を得ることはない、ということが見出
された。それゆえ、プロセスパラメータの設定が容易となり、且つ歯部及び輪郭の品質が
それぞれ向上する。
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【００２１】
　従って、提案された概念によれば、（工具の第２機械加工ゾーンによる）精密研削プロ
セス又は研磨プロセスの間、研削ヘッドの旋回角は、（工具の第１機械加工ゾーンによる
）研削又は事前的機械加工と比較すると変更されたものとなり、それによって、歯部の側
面上での工具の圧力が変更され、且つ、それゆえ、除去量が影響を受ける。
【００２２】
　しかしながら、工作物に対する工具の半径方向の影響が変わらないままであるため、歯
部又は輪郭の形状における許容誤差は、改善された方法の中で維持することが可能である
。
【００２３】
　提案された方法は、歯車及び特別な輪郭の精密研削及び研磨に対して、それぞれ適切で
ある。
【００２４】
　図面において、本発明の一実施形態が示される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、ウォーム形状の工具の側面図を示す。
【図２】図２は、生成的研削の間、歯車と噛み合う、図１による工具の側面図を示す。
【図３】図３は、精密研削又は研磨研削の間、歯車と噛み合う、図１による工具の側面図
を示す。
【図４】図４はヘッド曲線を示し、該ヘッド曲線から、旋回角に関して要求される変化は
、研削ウォームの異なる直径に対する、望ましい除去量に関する依存性に帰着する。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　もし歯側面の表面粗さが低減され、且つ低粘度を有する歯車箱オイルが使用される場合
、安定性に関する欠点がない状態で、伝動装置の効率の程度の増加が可能であることが見
出された。その基礎となるものは、仕上げプロセスとしての震動性研削によって生産され
てきた伝動装置における研究である。しかしながら、特に伝動装置の生産者の観点から、
この方法は、自動化されたプロセス連鎖の中に統合することには、適していない。従って
、次のことが、調査されると共に示された。即ち、Ｒｚが１μｍに等しいか、又は１μｍ
より小さい仕上げ品質のものを、従来の歯車研削機械上で精密研削プロセスを統合するこ
とによって生産できる、ということである。現代のこの種の機械は、生成的研削における
のと同様に、輪郭研削において精密研削の技術を使用する可能性を提供する。
【００２７】
　輪郭研削において、従来の研削ホイールに加えて、最初に精密研削ホイールが使用され
るが、これは、仕上げ可能なものであり得るし、又は仕上げを含まないものでもあり得る
。両方の工具は、同じ工具心棒に取り付けることが可能である。従来の研削プロセスが終
了した後、望ましい高品質の仕上げのものが、同じ締め付けにある精密研削ホイールを用
いた更なる研削プロセスにおいて生産される。
【００２８】
　歯車の量産の分野では、ほとんどの場合、連続的な生成的研削が使用されるが、この理
由は、その有利な生産性のためである。１つの締め付けにおいて、従来の工具及び精密研
削工具から成る、結合された工具を使用することによって、１μｍよりも小さい範囲にあ
る仕上げ品質（Ｒｚ）で、歯車を生産することが可能である。それによって、追加的に要
求される作業は、通常、従来の研削プロセスの機械加工時間の、わずか５０％よりも少な
い。
【００２９】
　本実施形態によれば、研削ウォームである硬質精密機械加工工具３が使用される。これ
は、生成的研削及び、それに続く精密研削又は研磨研削が結合されたものとして役立つ。
そうするために、硬質精密機械加工ツール３は、第１機械加工ゾーン４及び第２機械加工
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ゾーン５を有する。第１機械加工ゾーン４は生成的研削に役立ち、その一方で、第２機械
加工ゾーン５は研磨研削に役立つ。今の場合、硬質精密機械加工工具３は、仕上げ可能な
工具であり、即ち、工具の輪郭６は、仕上げプロセスによって創り出される。更に、今の
場合、ウォーム形状の輪郭６は、ゾーン４及びゾーン５の両方において同一であることが
提供される。
【００３０】
　しかしながら、工具３の担体材料及び基部材料は、２つのゾーン４及びゾーン５におい
てそれぞれ異なる、ということが提供され得る。研削ウォームのゾーン４において、研磨
材を備えた伝統的なセラミック材料が使用されるのに対して、研磨研削ウォームのゾーン
５において、例えばポリウレタンのような、より柔軟な材料又はより可撓性がある材料（
具体的には、より低い弾性係数を有する材料）を使用することが可能であり、その結果と
して、工具３は、ここではより高い度合いの弾性率を有するが、これは、研磨研削にとっ
て有利であり得る。
【００３１】
　機械加工の間、硬質精密機械加工工具３は、回転軸ｂの周りを回転する。それとは別に
、硬質精密機械加工工具は、直径Ｄを有する。
【００３２】
　図２及び図３において、生成的研削（図２）の間の、及びそれに続く研磨研削（図３）
の間のプロセス状況が模式的に示されている。これによると、次のことが見てとれる。即
ち、既知の方法において、硬質精密機械加工の間、硬質精密機械加工工具３は、機械加工
されるべき、歯車２の形をした工作物と噛み合う、即ち、歯車２の歯部１と噛み合うが、
該歯車２は、その回転軸の周りを回転し、その一方で、硬質精密機械加工工具３は、回転
軸ｂの周りを回転する。
【００３３】
　図２で見てとれるように、硬質精密機械加工の第１サブステップである生成的研削につ
いては、硬質精密機械加工工具３の第１機械加工ゾーン４が使用されるが、ここで、歯車
２の回転軸と、硬質精密機械加工工具３の回転軸ｂとの間には、第１旋回角β１が与えら
れる（図で示され、且つβで表示されているものは、結局のところ、９０°に対する余角
である）。この旋回角β１は、ある理論的角度に関するが、該理論的角度とは、生成的研
削を用いて望ましい輪郭のものを理想的に生産するために、工作物の軸と工具の軸との間
に与えなければならないものである。
【００３４】
　図２によれば、生成的研削が実行された後、研磨研削が続くが、該研磨研削は、硬質精
密機械加工の第２ステップ及び最終のサブステップである。そうするために、硬質精密機
械加工工具３の第２機械加工ゾーン５が使用される。次のことは、非常に重要である。即
ち、更に今再び、歯車２の回転軸と、硬質精密機械加工工具３の回転軸との間に、旋回角
が与えられ、且つ、しかしながら、今度は、該旋回角は第２旋回角β２であり、該第２旋
回角β２は、第１旋回角β１と異なる、従って、理想的な旋回角と異なるが、該理想的な
旋回角とは、歯部１の理想的幾何形状が研磨される場合に、与えられなければならないも
のである。
【００３５】
　第２旋回角β２が第１旋回角β１から外れているために、従って、角度差Δβが与えら
れたことで、歯部１の歯側面から、追加的な除去量Δｓが除去されるという結果となる。
【００３６】
　この状況は、図４に示される。ここで、上記除去量Δｓは、角度差Δβに関する依存性
で示され、即ち、研削ウォーム３の異なる直径Ｄに対して示されている。それによって、
直径Ｄ１は、研削ウォーム３の最小の直径であり、且つ直径Ｄ４は、研削ウォーム３の最
大の直径である。図４に示される特性曲線は、機械制御装置に格納することが可能であり
、又は、格納された公式を用いて、機械制御装置でそれぞれ計算及びシミュレーションす
ることが可能であり、その結果として、生成的研削の後、研磨研削を実行しなければなら
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ない場合に、機械制御装置にアクセスすることが可能である。（研磨）研削ウォームの、
既知の直径及び予め決められた直径Ｄにおいては、望ましい結果を得るために、望ましい
除去量Δｓに対して、角度差Δβがどれくらい大きくなければならないか、を直ちに決定
することが可能である。研磨研削に対して要求される角度差は、従って、機械制御装置で
の特別な応用のための一組の曲線として、直接格納することが可能である。また、角度差
は、予め決められた変数（ウォームの直径、望ましい除去量）を用いて、機械制御装置に
おいて計算され、又はシミュレーションを用いて計算され、そして、その後、決定された
角度差が、研磨研削に対して使用される。
【００３７】
　本実施形態では、２つの部分の研削ウォーム３が採用されるが、該研削ウォームは、そ
の側面については、１つの及び同一の仕上げ道具によって、輪郭が描かれる。
【符号の説明】
【００３８】
　１　歯部／歯車状輪郭
　２　歯車／工作物
　３　硬質精密機械加工工具（研削ウォーム）
　４　第１機械加工ゾーン
　５　第２機械加工ゾーン
　６　硬質精密機械加工工具の輪郭
　ａ　歯車の回転軸／工作物の回転軸
　ｂ　硬質精密機械加工工具の回転軸
　β１　第１旋回角
　β２　第２旋回角
　Δβ　角度差
　Ｄ　硬質精密機械加工工具の直径
　Δｓ　除去量
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